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都市交通からみた豊中市の政策展開の考察 
 
１． はじめに 

昨年度の研究では、基礎的⾃治体において、総合的かつ⾃⽴的に交通政策を策定する仕組み
が⽋落している現状と政策策定の論点をあげた。本研究は、昨年度の政策策定の論点に対する
考え⽅と政策展開に必要な⾏政的⽅策について検討を⾏った。 
 ２．は昨年度の研究を補⾜した上で、豊中市において総合的な交通政策の必要性を整理し、
それに必要な基本的な⽅針を検討した。３．では２．を受けて交通政策を実施するのための交
通基本条例の必要性の検討と交通政策策定の論点に対する考え⽅をまとめた。４．においては
交通基本条例における項⽬について検討し整理した。 
 
２． 前年度研究の補⾜ 

 昨年度研究では、20‐30 歳台の市⺠における公共交通利⽤の実態アンケート調査と交通に係
る各分野の学術的な⾒解から、基礎的⾃治体における交通政策の視点を①安全とバリアフリ
ー、②都市の魅⼒と活性化、③環境保全とした。またこれは国⼟交通省（道路局）が進める平
成 16 年度道路整備⽅針で謳う、「活⼒」、「くらし」、「安全」、「環境」とほぼ同⼀の考えであ
る。交通を担う都市基盤整備の⽅針は、概ねこれらの項⽬を考慮したものになると考えられ
る。しかしながら、これらの項⽬は分野別なものでもあり、⾃治体が総合的に交通政策を展開
する包括的な⽅針に⽋けていることも否めないと考える。包括的な交通政策のあり⽅は、アメ
リカで 1991 年に制定された ISTEA（国⼟交通省訳「総合陸上輸送効率化法」）で⾏われている
政策⽅針が参考になると考えられる。 
 

この法律の政策⽅針は①安全で効率よく乗り継ぎできること、②異なる交通⼿段の競争を通
じた選択肢の提供、③関係機関との協調と協⼒、④利⽤者と専⾨家による利⽤者の利便性を向
上させる計画策定、⑤交通政策は地⽅政府の役割というものである。⽇本においても最近は、
このような観点から計画の策定や事業も⾏われているが、まだ⼗分に⾏われているとは⾔えな
いのではないだろうか。また、アメリカの政策を制度が全く異なる⽇本において、施策を輸⼊
し、制度として機能するかどうか否定的な意⾒も多いところである。しかし、以下の 2 点にお
いて⽇本でもその⽅針を取り込み政策展開が可能ではないかと考えている。 
 

まず⼀点⽬が、④の利⽤者と専⾨家による利⽤者の利便性を向上させる計画策定であるが、
実際の利⽤者及び税負担者である市⺠の参画を得て政策策定を⾏う必要性は、今後ますます⾼
まると⾔えるだろう。そのためには、情報公開による透明性を確保し、合意形成に努めなけれ
ばならない。そして 2 点⽬は地域の交通政策を持つことである。市⺠の交通⾏動は 9 割以上が
地域内及び周辺都市への移動であり、⽇常交通問題は地域の問題として考えれ基礎的⾃治体に
よって総合的に展開することがふさわしいと考える。また、政策展開のためには、交通に関連



する各機関や事業者との連携が不可⽋になり、その連携のための基本的な政策理念と⽬標なし
には、⼗分な調整と連携が達成できないと考える。したがって、基礎的⾃治体は市⺠の⽇常交
通のあり⽅を決める地域の交通政策を必要とする。 
 
３． 政策策定のための論点の考え⽅ 

 昨年度は、交通政策を策定する際の論点として、以下４点をあげた。 
  ①⽣活交通の質を⾼める 
  ②安全なまちを実現する⾃動⾞利⽤のあり⽅ 
  ③ ⾃動⾞以外の選択肢の実現 
  ④関係機関の連携 
  
 それぞれの論点に対する試論は、①の⽣活交通の質を⾼めるということに対しては市⺠に⾝
近な交通のインフラである道路を、地域コミュニティの再⽣ツールとして活⽤することと考え
る。質を⾼めるということをハード的に考えると、植栽や装飾などが考えられるが、⼀定の規
模以上の道路でなければ実現は困難である。しかし、地域のためのコミュニケーションの観点
から考えると道路の使い⽅を地域の市⺠が議論によって、⽣活交通のための道路のあり⽅を地
域で決めることと考える。道路は市⺠のコミュニケーションの媒体として活⽤できると考え
る。 
 

例えば商業地における商業活性のための公共空間−それを道路とすると−を、にぎわい創出
のための使い⽅について地域が決めるというものである。住宅地であれば、安全上問題の多い
通過交通排除のための交通規制を求める意思決定を地域が決めるということである。地域がコ
ミュニケーションすることによって、道路の使い⽅を議論し、⼀定のあり⽅を決めて、より地
域実情に合うようにすることが、結果的に⽣活交通の質を⾼めることとなると考える。 
 
 ②の安全なまちを実現する⾃動⾞利⽤のあり⽅に対しては、上述した地域ニーズに合う交通
規制実施のためのルールと共に補助幹線道路未満の⽣活道路における⾃動⾞の速度抑制を⾏う
市独⾃の道路基準を決めることと考える。 
 
 ③の⾃動⾞以外の⼿段の選択肢としては、今後、運輸規制撤廃によって予想される既存の交
通事業者以外の参⼊により公共交通の運営が⾏われることへの⽀援である。例えば NPO 等が
特定地域のバス路線開設のために市が技術⽀援を⾏い、交通⼿段の選択肢を創出することであ
る。考えられる⽀援内容は、運営に対する補助⾦も検討の余地はあるものの、基本的には事業
創出⽀援のための技術⽀援であり、運輸局への法的⼿続きの助⾔や需要予測検討などである。 
 
 最後に④の関係機関の連携は、道路交通管制の権限は公安委員会のものであり、上述の交通
規制を伴うことに関しては、その理解を得なければならず、交通規制等を⾏う地域別の交通の
あり⽅を合意していくことである。 



 
 交通政策によって⽬指すまちの⽅向は以下のとおりである。 

１）⾃動⾞交通からの危険性を低減させることによって、市⺠が安全に暮らせる。 
  ２）市⺠が交通に関わることで地域コミュニティを形成する。 
  ３）交通が新しい豊中の魅⼒を⽣み出す。 
  ４）多種多様な交通関連機関や事業者との連携をコーディネートできる⾼い政策形成能⼒を

持った⾃治体になる。 
  ５）⾃治体が市⺠のために地域実情に合う政策理論を学術機関と創り上げる。 
 
 以上の１）から３）の都市像と４）と５）の⾃治体の姿勢と考える。 
 
４．政策展開のためのしくみ 

 責任をもった主体が交通政策の策定を⾏わなければ、交通政策に係る施策を総合的に融合さ
せることは困難と思われる。その主体とは、市⺠から都市課題解決の負託を受けた基礎的⾃治
体が最適であると考える。基礎的⾃治体は、市⺠のために政策に対する⽅向性の根拠となるも
のを、地⽅分権時代の到来によって求められる。その根拠となるのは、⾃治体が制定できる条
例である。 

総合的な交通政策のための条例として、仮に交通基本条例とするならば、その条例には、地
域交通に対する基本理念と①地域の⽇常交通のあり⽅を議論し⽅針を決定するしくみを確⽴、
②地域の交通基本計画を策定、③交通政策のための交通基礎調査と交通影響評価等を実施して
科学分析を⾏うこととである。平成 11 年度改正の地⽅⾃治法は、国と⾃治体が対等な⽴場と
なって、⾃治体の主体性をもって地域の独⾃性を創出し、⾏政展開することを可能としている
ので、交通政策をまちづくりの戦略政策に位置付けることが都市の魅⼒を⾼めるものと考え
る。 

              （⼟井） 
 


